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厚生労働省では、12 月を「職場のハラスメント撲滅月間」（別添１）と定め、ハラス

メントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。 

群馬労働局（局長 上野 康博）では、「ハラスメント対応特別相談窓口」の設置

（資料２）、男女雇用機会均等法等に基づく事業主の雇用管理上の措置義務等の周知・

啓発により、ハラスメントのない社会の実現に努めてまいります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【添付資料】 
 １ 職場のハラスメント撲滅月間（ポスター）（資料１） 
 ２ ハラスメント対応特別相談窓口（リーフレット）（資料２） 
 ３ 令和５年度群馬労働局におけるハラスメント相談状況（資料３） 
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【照会先】 
雇用環境・均等室 

 雇用環境改善・均等推進監理官 中野 直美 
雇用環境改善・均等推進指導官 天野由紀子 

（電話）０２７－８９６－４７３９ 

12 月は「職場のハラスメント撲滅月間」です！ 
～ ハラスメント対応特別相談窓口を設置します ～ 

1 「ハラスメント対応特別相談窓口」の設置 
群馬労働局雇用環境・均等室に「ハラスメント対応特別相談窓口」を設置し、労働者や企業

からの相談に対応します（資料２）。 

  ●受付時間 ８時 30 分～17 時 15 分（土日、祝日、年末年始を除く） 

  ●電話番号 ０２７－８９６－４７３９ 

２ 事業主の雇用管理上の措置義務等の周知・啓発 
厚生労働省が開催する「ハラスメント対策シンポジウム」及び 

ポータルサイト「あかるい職場応援団」等について周知・啓発を 

行います。 

●「ハラスメント対策シンポジウム」概要 
・開催日：令和６年 12 月 10 日（火）13:30～15:15 
・会場：オンラインで配信 ・参加費：無料 
＜内容＞ 

・基調講演「カスタマーハラスメント対策の現状について」 
 講師：原 昌登 教授（成蹊大学法学部） 
・パネルディスカッション「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium 

●ポータルサイト「あかるい職場応援団」概要 
  ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などを提供してい

ます。カスタマーハラスメント対策企業マニュアル等も掲載されています。 
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/ 



https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

NO
ハラスメント

ハラスメントでお困りの方は、無料で相談できる全国の労働局・労働基準監督署にある総合労働相談

コーナーをご利用ください。詳しくは、ポータルサイト「あかるい職場応援団」まで。 NOハラスメント

12月は職場の
ハラスメント撲滅月間です
2024年12月10日（火）、職場におけるハラスメント対策シンポジウムをオンラインで開催します。

シンポジウムの概要及び参加の申し込みは、二次元バーコードまたは下記URLからご確認ください。



群馬労働局では、ハラスメントのことでお悩みの方、
お困りの方の相談に応じています。

お気軽にご相談ください！

パワーハラスメント
セクシュアルハラスメント

妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメント
など

12月は職場のハラスメント撲滅月間です

電話番号

０２７－８９６－４７３９

開設場所

群馬労働局雇用環境・均等室

受付時間（土日・祝日・年末年始を除く）

８時30分～17時15分

住 所

前橋市大手町２－３－１

前橋地方合同庁舎８階

※匿名でも結構です。プライバシーは

厳守します。相談窓口は年間を通じてご利用できます。

ハラスメント対応特別相談窓口

資料２
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資料３ 

令和５年度 群馬労働局におけるハラスメント相談状況 

１ 相談の状況 

◇令和５年度のハラスメント関係相談件数は 1,540 件。 

◇相談内容別にみると、「パワーハラスメント」が 1,211 件（78.6％）と最も多

い。 

相談件数の推移                           （件） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

パワーハラスメント 1,217( 74.9) 1,397( 79.8) 1,211( 78.6) 

セクシュアルハラスメント 182( 11.2) 111(  6.3) 140(  9.1) 

妊娠・出産等に関するハラスメント 57(  3.5) 36(  2.1) 52(  3.4) 

育児関係ハラスメント（※１） 158(  9.7) 187( 10.7) 131(  8,5) 

介護関係ハラスメント（※２） 10(  0.6) 20(  1.1) 6(  0.4) 

合  計 1,624(100.0) 1,751(100.0) 1,540(100.0) 

  （※１）「育児休業等に係る不利益取扱い」を含む 
  （※２）「介護休業等に係る不利益取扱い」を含む 
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２ 群馬労働局長による紛争解決の援助事例 
【事例１】 

男女雇用機会均等法に基づく事例（セクシュアルハラスメント） 

〈概要〉 
 職場の上司からセクシュアルハラスメントを受け、会社に相談したが、何の対応もな
されず、退職を余儀なくされた。納得いかないとして慰謝料を求める援助の申立てがな
された。 
〈労働者の主張〉 
 セクシュアルハラスメントを受けたため、会社に相談したものの、適切な対応がなさ
れない上、セクハラが再発した。自分が辞めてから行為者への処分の内容が提示された
が、納得できる内容ではなかった。働けなくなった期間の補償を求めたい。 
〈事業主の主張〉 
 申立人から相談窓口に相談があり、対応するつもりでいたところ、自主的解決が図ら
れ、セクシュアルハラスメントはなくなったと聞いたことから、解決したと思ってい
た。 
〈援助内容〉 
 行為者がセクシュアルハラスメント行為をした事実を一部認めていること及び事業主
としては自主的解決が図られたと判断し、再発後の対応がなされていないことを踏ま
え、慰謝料の支払いについて検討するよう指導した。 
〈結果〉 
 要求していた慰謝料の一部が支払われることになり、申立人が納得したため、援助は
終了した。 

 
【事例２】 

労働施策総合推進法に基づく事例（パワーハラスメント） 

〈概要〉 
 職場の上司からパワーハラスメントを受け、会社に相談したが、パワハラの事実は認
められなかったとして処理された。納得いかないとして慰謝料を求める援助の申立てが
なされた。 
〈労働者の主張〉 
 職場の上司から日常的に怒鳴られる、叱責を受ける等のパワーハラスメントを受けて
いた。会社に相談したものの、上司の言動は指導の一環であるとの一点張りであり、納
得いかないので、慰謝料を求めたい。 
〈事業主の主張〉 
 申立人から相談があった後、関係者に事実関係の確認を行う等適切に対応した結果、
パワーハラスメントの事実は認められなかったものであり、慰謝料請求には応じられな
い。 
〈援助内容〉 
 事実関係の確認において、一部不十分な点があったことが認められたことから、慰謝
料の支払いについて検討するよう指導した。 
〈結果〉 

要求していた慰謝料の一部が支払われることになり、申立人が納得したため、援助は
終了した。  
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【事例３】 

労働施策総合推進法に基づく事例（パワーハラスメント） 

〈概要〉 
 職場の上司からパワーハラスメントを受け、会社に相談したが、適切な対応がなされ
なかった。相談窓口の周知等、パワーハラスメント防止措置を適切に講じてほしいとし
て援助の申立てがなされた。 
〈労働者の主張〉 
 会社に相談した際、担当者のパワーハラスメントに関する意識が低いと感じた。ま
た、相談窓口も知らされていなかった。パワーハラスメント防止措置を適切に講じてほ
しい。 
〈事業主の主張〉 
 パワーハラスメント防止措置を講じなければならないという認識がなかった。 
〈援助内容〉 
 相談窓口の周知等、パワーハラスメント対策の徹底を図るよう指導した。 
〈結果〉 
 相談窓口の設置及び周知等、パワーハラスメント対策を図ることで申立人が納得した
ため、援助は終了した。 

 
※「都道府県労働局長による紛争解決の援助」とは、都道府県労働局長が、労働者と事業主と

の間の紛争を法に忠実かつ客観的な立場から、当事者双方の意見を聴取し、双方の意見を尊重

しつつ法の趣旨に沿って問題解決に必要な具体策を提示（助言・指導・勧告）することにより
紛争の解決を図る制度（関係法令：男女雇用機会均等法第 17 条、労働施策総合推進法第 30 条

の５、パートタイム・有期雇用労働法第 24 条、育児・介護休業法第 52 条の４） 
 














